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評価確定日（平成24年 9月28日）
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１．事業の概要

前回評価計画① 最終② 増減②－①

7,149,000 6,297,600 -851,400

工事 2,785,517 1,832,500 -953,017

用補 3,827,262 3,918,700 91,438

その他 536,221 546,400 10,179

調査設計

用地補償

街築工

調査設計

用地補償

街築工

　　　　↓

　　　　終了Ｂ／Ｃ＝（　7.4   ）

低減指標の有無○　成果指標　●　業績指標

【費用】

・軟弱地盤対策及び道路付属施設等の見直しによる減

目標

達成率

○有　　　●無指標の種類

達成率ｂ／ａ

58.6%
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公共事業終了箇所評価調書

事業規模

・供用から２年経過し、交通量が１．４倍となった。

・道路利用者や地域住民等へのアンケート調査の結果、当該工区の整備に対して高い評価を得ているが、幹線性の高い道路が

整備されたことにより、交通流の速度が上がり危険性を感じる割合も高くなった。

・本路線と並行する一般国道７号及び13号の交通事故件数が、当該工区の供用前後で３７件減少した。

　開通前（Ｈ２１．９～Ｈ２２．８）　２２３件　　開通後（Ｈ２２．９～Ｈ２３．８）　１８６件

事業コード

事業名

事業種別

路線名等

社会経済

情勢の変化

コスト・効果対比較 費用便益変化の主な要因（前回評価→終了）

指標式 整備済延長／都市計画決定延長

指標名

○費用便益

　　　　前回評価Ｂ／Ｃ＝（　6.2   ）

・費用便益分析マニュアル（平成20年11月　国交省道路局、都市・地域整備局）を使用

・平成22年度秋田県内将来交通量推計（H23.6月秋田県建設交通部道路課）のデータを

元に、平成42年の将来交通量配分を行った。

その結果、当該工区の完成により、並行している一般国道７号や１３号、その他周辺道

路の交通量が減少すると見込まれ、当該工区の整備効果が発現される。（508億円の便

益増）

都市計画道路整備率

　終了Ｃ②／前回評価Ｃ①＝（　0.88　）

○最終コスト 【便益】

理由

事業費

軟弱地盤対策及び道路付属物等の見直しによる減

Ｈ２４－建－終－０１ ●　国庫補助　　　　　　　○　県単独

地方街路交付金事業

一次改築　（バイパス）

建設部　都市計画課

都市整備班　　　　　　　　　　　　　　　（ｔｅｌ）018-860-2444　　　

街なか居住の促進

吉尾　成一

佐藤　幸悦

○事業の背景

　本路線は、秋田市街地の東部を縦貫し、一般国道１３号から一般国道７号へ至る主要な幹線道路であり、市街地の骨格的道

路網を形成する市街地環状道路及び放射道路として位置付けられている。

　本路線を整備することにより、市街地中心部への交通の集中を分散することができ、周辺道路の交通渋滞の緩和、市街地南

北と中心部間の連携強化が図られ、都市内環境を改善するものである。

　当該区間（Ｌ＝2.3km）の整備により全延長L=21kmの内、L=19.5kmが一連で走行可能となり、事業効果を発現することができ

た。

○事業の目的

・都市幹線道路の整備

・主要渋滞ポイントの解消

・二次医療施設へのアクセス改善

・歩道のバリアフリー化

都市計画道路　横山金足線

秋田市飯島（飯島北工区）

新たな生活圏の創造

街なか活性化による賑わいの再生

総事業費 国庫補助率 7.0/10

前回（H19年）　H10年　～　　　H22年

終了　　　　 　　H10年　～　　　H22年

前回(H19年)　　71.5億円

終了　　　　　　　63.0億円

前回(H19年)　延長Ｌ＝2,325ｍ　幅員Ｗ＝24.0（車道 3.25×4車線、路肩 0.5×2、中央分離帯 2.0、歩道4.0×2、）ｍ

終了　　　　　　延長Ｌ＝2,325ｍ　幅員Ｗ＝24.0（車道 3.25×4車線、路肩 0.5×2、中央分離帯 2.0、歩道4.0×2、）ｍ

・横山金足線は、総延長L=21kmの都市計画道路であるが、昭和54年の桜工区の着手から当該工区の完成まで３２

年の歳月を要し、L=19.5kmを一連で走行することが可能となった。このことから一般国道７号及び13号の混雑を緩和

し、市街地への交通の集中を分散することができた。

事業終了後の

問題点及び管

理・利用状況

自然環境の

変化

水路付替え等による増

経 費

内 訳

事業内容

補償調査等の増

　指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法

　○指標を設定することができなかった理由及び把握方法と成果　　※データの出典含む

都市計画年報

目標値ａ

実績値ｂ

平成24年4月

60.1%

・特に無し

　当該工区周辺の自然環境に大きな変化は無い。



（横山金足線　飯島北工区）

　②指摘事項への対応

特になし

２．所管課の自己評価

評価結果

　　　○Ａ　　（妥当性が高い）　　●Ｂ　　（概ね妥当である）　　○Ｃ　　（妥当性が低い）　

３．評価結果の同種事業への反映状況等（対応方針）

４．公共事業評価専門委員会意見

○総合評価の判定基準

総合評価

Ｃ　（妥当性が低い）   

県の対応方針を可とする。

今後も事業開始前の予備調査や設計段階での現場の把握、実施・詳細設計における適正な事業費の把握に努め、コスト縮減に関しても積極的

な取り組みをし、効率的な事業執行を図る。

当該工区と同様、道路利用者や沿線住民等から高い満足が得られる事業の実施に努める。

特になし

住民満足度等

の状況

（事業終了後）

　②事業の効果

　　　○Ａ　達成率100%以上　●Ｂ　達成率80%以上100%未満　○Ｃ　達成率80%未満

費用対効果（Ｂ／Ｃ）が１を大きく上回っている。

上位計画での

位置付け

関連プロ

ジェクト等

本路線と並行している一般国道７号及び13号の混雑が緩和され、二次医療アクセスや地域住民の生活にも密着した

重要な路線として、道路利用者や周辺住民から高い満足度が得られたことから、当該事業は概ね妥当であると判断

できる。

総合評価

Ａ　（妥当性が高い）　 全ての観点の評価結果が「Ａ」判定の場合

Ｂ　（概ね妥当である） 「Ａ」判定、「Ｃ」判定以外の場合 ＢＢＢＢ

当該工区の完成により都市幹線道路としての機能が発現された。

　①事業の経済性の妥当性

　　　●Ａ　　　　　○Ｂ　　　　　○Ｃ

全ての観点の評価結果が「Ｃ」判定の場合

効率性

有効性

　　　　　　●選定または継続　　　○改善　　　○見直し　　　○保留又は中止

　①指摘事項

評価の内容（特記事項）

　①住民満足度の状況

　　　●Ａ　　　　　○Ｂ　　　　　○Ｃ

○Ａ

●Ｂ

○Ｃ

●Ａ

○Ｂ

○Ｃ

　②コスト縮減の状況

　　　○Ａ　縮減率20%以上　○Ｂ　縮減率20%未満　○Ｃ　縮減なし

当該工区の完成により、道路利用者のほか、地域住民などから、8割以上の利用者から「満

足」または「やや満足」という回答を得ている。

総合評価の区分 判　　定　　基　　準

前回評価

結果等

・秋田都市計画区域マスタープラン（H18.5月）において、「おおむね１０年以内に整備する路線」として位置付けられている。

・ふるさと秋田元気創造プランにおける施策「市街地の賑わいを創出する都市機能の強化」の事業となっている。

　①満足度を把握した対象　○　受益者　●　一般県民　　（時期：平成24年11月～12月）

　②満足度把握の方法

　　　●　アンケート調査　○　各種委員会及び審議会　　○　ヒアリング　○　インターネット

　　　○　その他の方法　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　③満足度の状況

　・本路線の整備に対して、道路利用者で８２％、地域住民で８８％が「満足」または「やや満足」と回答しており、当該

工区の整備は、利用者満足度の高い事業となっている。

観点

特になし


